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今
後
の
活
動
方
針
に
つ
い
て
意
見
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
策
委
員
会
開
催

　

政
策
委
員
会
（
田
巻
清
文
委
員
長
）
は
、

４
月
22
日
に
本
年
度
第
１
回
目
の
委
員
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、「
交
流
人
口
の
拡
大
に
向
け
た

『
新
し
い
観
光
に
つ
い
て
』」
を
テ
ー
マ
に
、

今
後
の
委
員
会
活
動
の
方
針
に
関
す
る
意
見

交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
、「
キ
ラ
ー
コ
ン
テ
ン
ツ
が

必
要
で
あ
る
」、「
情
報
発
信
が
何
よ
り
重

要
」、「
新
潟
市
を
想
起
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
作

り
を
」
な
ど
の
意
見
や
提
案
が
積
極
的
に
発

言
さ
れ
ま
し
た
。

政策委員会のようす

28
年
度
税
制
改
正
・
中
小
企
業
政
策
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
意
見
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
企
業
経
営
委
員
会
～

　

企
業
経
営
委
員
会
（
佐
藤
紳
文
委
員
長
）

は
４
月
22
日
に
、
本
年
度
第
１
回
委
員
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
遠
藤
専
務
理
事
が
日
商
の
資
料

に
基
づ
き
、
重
要
政
策
の
動
向
な
ど
に
つ
い

て
説
明
を
し
た
後
、４
月
上
旬
に
実
施
し
た
、

28
年
度
税
制
改
正
お
よ
び
中
小
企
業
政
策
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
に
つ
い

て
、
事
務
局
が
報
告
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
意
見
交
換
で
は
、
地
域
中
小
企

業
の
現
状
を
踏
ま
え
、
優
先
度
を
つ
け
た
メ

リ
ハ
リ
の
あ
る
要
望
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
っ
た
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

汚
染
負
荷
量
賦
課
金
申
告
・
納
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

説
明
会
開
催

　

当
所
、
長
岡
商
工
会
議
所
、
上
越
商
工
会

議
所
の
合
同
開
催
に
よ
る
、
平
成
27
年
度
汚

染
負
荷
量
賦
課
金
申
告
・
納
付
説
明
会
を
４

月
13
日
、
当
所
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
環
境
省
と
独
立
行
政
法
人
環
境

再
生
保
全
機
構
の
担
当
者
が
公
害
健
康
被
害

補
償
・
予
防
制
度
の
概
要
と
賦
課
金
申
告
・

納
付
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

公
害
健
康
被
害
補
償
制
度
は
「
公
害
健
康

被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
」
と
し
て
昭

和
62
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

対
象
と
な
っ
て
い
る
全
国
約
8
3
0
0
カ
所

の
工
場
・
事
業
場
を
有
す
る
納
付
義
務
者
か

ら
徴
収
さ
れ
た
賦
課
金
は
、
公
害
健
康
被
害

認
定
患
者
に
対
す
る
補
償
給
付
費
の
財
源

（
全
体
の
８
割
）
な
ど
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。　

　

参
加
者
の
中
に
は
初
め
て
申
告
手
続
き
を

行
う
担
当
者
も
お
り
、
説
明
会
終
了
後
に
は

硫
黄
酸
化
物
排
出
量
の
算
定
方
法
や
申
告
手

続
き
に
つ
い
て
、
熱
心
に
質
問
し
て
い
ま
し

た
。

出
会
い
の
場

　
　
　
「
夢
コ
ン
」
２
０
１
５
開
催

　

鳥
屋
野
潟
の
春
の
祭
り
と
し
て
毎
年
開
催
さ

れ
て
い
る
「
カ
ナ
ー
ル
彩
」
と
同
時
開
催
の
独

身
男
女
の
出
会
い
の
場
「
夢
コ
ン
」（
主
催
：
新

潟
市
南
商
工
振
興
会
夢
コ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２
０
１
５
、
共
催
：
当
所
ほ
か
）
が
４
月
26
日

に
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
内
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
回
目
と
な
る
今
回
は
、
男
女
合
わ
せ
て
約

80
名
が
参
加
。
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
の
他
に
、
カ

ナ
ー
ル
彩
会
場
で
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ミ
ッ

シ
ョ
ン
挑
戦
や
屋
台
巡
り
な
ど
、
様
々
な
内
容

で
お
互
い
の
交
流
を
深
め
た
後
、
告
白
タ
イ
ム

で
は
10
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
誕
生
し
、
大
い
に
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。

　

当
所
は
、
４
月
25
日
に
開
催
さ
れ
た
東
日
本

高
速
道
路
㈱
新
潟
管
理
事
務
所
主
催
の
「
き
て
、

み
て
、
に
い
が
た 

お
も
て
な
し
イ
ベ
ン
ト

２
０
１
５
in
黒
埼
Ｐ
Ａ（
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
）」

に
昨
年
に
引
き
続
き
ブ
ー
ス
出
展
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
磐
越
自
動
車
道
沿
線
地
区
観
光
を

考
え
る
会
に
参
画
す
る
団
体
が
各
地
の
観
光
や

物
産
を
Ｐ
Ｒ
し
、
当
所
ブ
ー
ス
で
は
、
新
潟
県

世
界
遺
産
登
録
推
進
室
の
協
力
で
、
佐
渡
金
銀

山
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
た
機
運
醸
成
を
図

る
べ
く
、
パ
ネ
ル
掲
示
や
ゲ
ー
ム
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
配
布
等
を
行
い
ま
し
た
。
晴
天
に
も
恵
ま
れ
、

約
３
０
０
人
の
観
光
客
等
が
ブ
ー
ス
を
訪
問
し

て
賑
わ
い
ま
し
た
。

家庭用コージェネレーションシステム契約

と ー た る

家中のガス料金がおトクになります。

お
家
で
電
気
を

作
り
ま
し
ょ
う
。 新潟市中央区東大通1丁目2番23号 TEL:025-245-2211

http://www.hokurikugas.co.jp

お
家
で
電
気
を

作
り
ま
し
ょ
う
。

自立運転機能
搭載

■W114mm×H32mm 商工会議所広告

新潟　信用保証 検　索

新潟市中央区川岸町１丁目47番地１
（新潟県中小企業会館内） ☎025（267）1313

「小口零細企業保証制度」は
＜３つのメリット＞
１．保証人不要（法人代表以外）
２．原則担保不要
３．信用保証料率の割引有り

なじらね～!?
制度の概要は、ホームページへクリック！

佐
渡
世
界
遺
産
登
録
を
Ｐ
Ｒ

き
て
、
み
て
、
に
い
が
た 

お
も
て
な
し

イ
ベ
ン
ト
２
０
１
５
in
黒
埼
Ｐ
Ａ



5 2015.5

会議所の き動

制
度
の
特
色

　
「
特
定
退
職
金
共
済
制
度
」
は
新
潟
税
務
署

長
の
承
認
の
も
と
実
施
し
て
い
ま
す
。

◦�

掛
金
は
従
業
員
１
人
あ
た
り
３
０
０
０
０

円
ま
で
損
金
（
必
要
経
費
）
と
し
て
扱
わ

れ
、
従
業
員
の
給
与
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

◦ 

税
制
適
格
年
金
（
企
業
年
金
）・
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
と
の
重
複
加
入
も
認

め
ら
れ
ま
す
。

◦ 

一
時
金
と
年
金
が
退
職
者
の
選
択
制
に

な
っ
て
お
り
、
死
亡
退
職
に
つ
い
て
は
、

プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
加
算
さ
ま
す
。

加
入
資
格

　

商
工
会
議
所
地
区
内
の
事
業
者
が
申
込
者

と
な
り
、
そ
の
事
業
主
と
雇
用
関
係
に
あ
る

満
15
才
以
上
満
65
才
未
満
の
従
業
員
の
方
。

現
在
、
健
康
で
正
常
に
就
業
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
条
件
で
す
。

※
次
の
方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

イ
．
事
業
主
及
び
事
業
主
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族

ロ
． 

法
人
の
役
員
（
法
人
税
法
第
35
条
第
５
項
に
規

定
す
る
使
用
人
と
し
て
の
職
務
を
有
す
る
役
員

を
除
く
）

ハ
．
他
の
特
定
退
職
金
共
済
団
体
の
加
入
者

給
付
金

　

給
付
金
は
い
か
な
る
場
合
（
懲
戒
解
雇
の

場
合
も
含
む
）
に
も
事
業
主
に
は
お
支
払
い

で
き
ま
せ
ん

◦�

退
職
一
時
金
…
加
入
従
業
員
が
退
職
し
、

一
時
金
の
支
給
を
希
望
し
た
と
き
に
加
入

期
間
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

◦�
退
職
年
金
…
加
入
５
年
以
上
、
ま
た
は
満

70
才
に
な
ら
れ
て
従
業
員
が
退
職
し
、
年

金
の
支
給
を
希
望
し
た
と
き
に
加
入
期
間

に
応
じ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
年
金

の
支
給
期
間
は
10
年
で
す
。

◦�

死
亡
退
職
一
時
金
…
加
入
従
業
員
が
死
亡

に
よ
り
退
職
し
た
と
き
に
支
払
わ
れ
、
退

職
一
時
金
に
、
１
口
に
つ
き
１
０
０
０
０

円
加
算
し
た
額
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

給
付
金
の
受
取
人

　

こ
の
制
度
の
受
取
人
は
、
被
共
済
者
（
加

入
従
業
員
）
で
す
。
本
人
死
亡
の
と
き
は
、

労
働
基
準
法
施
行
規
則
に
定
め
る
遺
族
補
償

の
範
囲
お
よ
び
順
位
に
よ
り
ま
す
。

掛
金
（
月
額
）

　

掛
金
は
全
額
事
業
主
負
担
で
す
。
１
口

１
０
０
０
円
、１
人
30
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

税
法
上
の
取
扱
い

① 

事
業
主
が
こ
の
制
度
に
支
払
っ
た
掛
金
は
、

従
業
員
１
人
あ
た
り
月
額
３
０
０
０
０
円

ま
で
損
金
（
必
要
経
費
）
と
な
り
ま
す
。

② 

退
職
年
金
は
雑
所
得
と
し
て
公
的
年
金
等
控

掛
金
全
額
を
損
金
算
入
！
安
心
の
従
業
員
退
職
金
積
立
制
度
！

新
潟
商
工
会
議
所
の
特
定
退
職
金
共
済

掛
金
全
額
を
所
得
控
除
！

経
営
者
の
退
職
金
制
度
は
小
規
模
企
業
共
済

配
偶
者
や
後
継
者
も
加
入
で
き
ま
す
！

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
退
職
一時
金
は
、
退
職

所
得
と
し
て
退
職
所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
遺
族
が
受
け
取
る
死
亡
退
職
一
時
金
は
、

相
続
財
産
と
し
て
相
続
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
解
約
手
当
金
は
、一時
所
得
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
お
問
合
せ
は
会
員
サ
ー
ビ
ス
課
ま
で

T
E
L
０
２
５
―

２
９
０
―

４
４
１
１

事
業
主
・
役
員
の
皆
様
に
は

「
経
営
者
年
金
共
済
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

加
入
資
格
は
、
新
潟
商
工
会
議
所
会
員
事
業
所
の

事
業
主
と
そ
の
家
族
従
業
員
、
法
人
の
役
員
で
、
加

入
日
現
在
年
齢
満
15
歳
以
上
満
75
歳
未
満
ま
で
の
方
。

毎
月
の
掛
金
は
、
１
口
５
０
０
０
円
で
、
１
人
最
高

10
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

制
度
の
特
色

小
規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
（
共
同
経

営
者
を
含
む
）
又
は
会
社
等
の
役
員
の
方

が
廃
業
や
退
職
さ
れ
た
場
合
、
生
活
の
安

定
や
事
業
の
再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を
、

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
共
済
制
度
で
、

い
わ
ば
「
経
営
者
の
退
職
金
制
度
」
と
い

え
る
も
の
で
す
。

　

◦ 

全
国
で
約
１
２
０
万
人
の
経
営
者
が
加
入

　

◦�

掛
金
は
全
額
所
得
控
除

　

◦�

無
理
の
な
い
掛
金

　

�　

月
額
１
０
０
０
円
～
７
０
０
０
０
円

　

の
範
囲
で
自
由
に
選
択
。

◦ 

共
済
金
は
退
職
所
得
扱
い
（
一
括
受
取
）

ま
た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
（
分

割
受
取
）

◦ 

災
害
時
や
緊
急
時
に
は
契
約
者
貸
付
の
利

用
が
可
能

加
入
で
き
る
方

・
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
20
人
以
下（
商

業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
５
人
以
下
）
の
個
人

事
業
主
ま
た
は
会
社
役
員

・
小
規
模
企
業
者
た
る
個
人
事
業
主
に
属
す

る
共
同
経
営
者
。

詳
し
い
お
問
合
せ
は
経
営
相
談
課
ま
で

T
E
L
０
２
５
―

２
９
０
―

４
４
１
１

小
規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
が
事
業
を
廃
止

し
た
場
合
や
会
社
な
ど
の
役
員
が
退
職
し
た
場

合
な
ど
、
第
一
線
を
退
い
た
と
き
に
、
そ
れ
ま

で
積
み
立
て
て
き
た
掛
金
に
応
じ
た
共
済
金
を

受
け
取
れ
ま
す
。

年
間
の
掛
金
は
全
額
所
得
控
除
と
し
て
確
定

申
告
時
に
所
得
控
除
で
き
る
の
で
、
節
税
し
な

が
ら
退
職
後
の
資
金
を
た
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
途
中
の
増
額
、
減
額
も
可
能
で
す
。


